
 

令和７年１０月定例会 教育長報告 

 

 

◆１０月の主な活動 

９日  教育委員会臨時会（清水庁舎）［教育長・委員］ 

１８日  第15回静岡ジュニア太鼓フェスティバル（靜岡縣護國神社）[教育長] 

２４日  教育委員会定例会（清水庁舎）[教育長・委員] 

２７日  10月校長会（教育センター）[教育長] 

２８日  教育長定例記者会見（静岡庁舎）[教育長] 

２９日  大型絵本贈呈式（清水興津図書館）[教育長] 

     学習まんが「食品トレイのひみつ」贈呈式（清水庁舎）[教育長] 

３０日  校長会支部訪問（竜南小学校）[教育長・委員] 

 

 

 

◆１１月の主な活動 

４日  教育委員会定例会（清水庁舎）［教育長・委員］ 

５日  静岡県市町教育委員会研修会（掛川市）[教育長・委員] 

９日  第33回静岡太鼓フェスティバル（マリナート）[教育長] 

１３日  第79回指定都市小学校長会研究協議会静岡大会 

（グランヒルズ静岡）[教育長] 

２５日  校長会支部訪問（賤機中学校）[教育長・委員] 

     教育委員会臨時会（賤機中学校）[教育長・委員] 

２９日  第23回静岡市ＰＴＡ大会（清水テルサ）[教育長] 

 



 

 

① 
議案第１２号 

 

静岡市立小学校及び中学校の通学区域の変更について 

 

 通学区域について、次のように変更する。  

  令和７年１０月２４日提出 

 

静岡市教育委員会 

教育長  中 村 百 見                       

（教育委員会事務局教育局児童生徒支援課） 

 

記 

１ 内  容   別紙のとおり 

２ 提案理由   静岡市立小学校及び中学校の統合に伴い、令和８年度より通学区域を変更

しようとするものである。 

なお、当通学区域の変更については、静岡市立小学校及び中学校通学区域

審議会から変更を適当と認める旨の答申を受けている。 

規２-（８) 



１ 

 

新旧対照表 

 

１ 小学校の統合に伴う通学区域の変更について 

 

（１）静岡市立梅ケ島小学校を静岡市立大河内小学校へ統合することに伴う通学区域の変更 

 

現在の２小学校の通学区域を合わせて、統合校の通学区域とする。 

旧（現行） 新（改正案） 

標準指定学校 通学区域 標準指定学校 通学区域 

静岡市立大河内

小学校 

葵区の区域のうち相

淵、有東木、渡、中平、

平野、横山及び蕨野の

区域 

静岡市立大河内

小学校 

葵区の区域のうち相

淵、有東木、梅ケ島、

渡、中平、入島、平野、

横山及び蕨野の区域 

静岡市立梅ケ島

小学校 

葵区の区域のうち梅ケ

島及び入島の区域 

 

（２）静岡市立蒲原東小学校及び静岡市立蒲原西小学校を静岡市立蒲原小学校として統合

することに伴う通学区域の変更 

 

現在の２小学校の通学区域を合わせて、統合校の通学区域とする。 

旧（現行） 新（改正案） 

標準指定学校 通学区域 標準指定学校 通学区域 

静岡市立蒲原東

小学校 

清水区の区域のうち蒲

原の一部、蒲原一丁目、

蒲原二丁目、蒲原三丁

目の一部、蒲原四丁目

の一部、蒲原新栄及び

蒲原東の区域 

静岡市立蒲原小

学校 

清水区の区域のうち

蒲原、蒲原一丁目、蒲

原二丁目、蒲原三丁

目、蒲原四丁目、蒲原

神沢、蒲原小金、蒲原

新栄、蒲原新田一丁

目、蒲原新田二丁目、

蒲原堰沢、蒲原中及

び蒲原東の区域 

静岡市立蒲原西

小学校 

清水区の区域のうち蒲

原の一部、蒲原三丁目

の一部、蒲原四丁目の

一部、蒲原神沢、蒲原小

金、蒲原新田一丁目、蒲

原新田二丁目、蒲原堰

沢及び蒲原中の区域 

 



２ 

 

（３）静岡市立由比北小学校を静岡市立由比小学校へ統合することに伴う通学区域の変更 

 

現在の２小学校の通学区域を合わせて、統合校の通学区域とする。 

旧（現行） 新（改正案） 

標準指定学校 通学区域 標準指定学校 通学区域 

静岡市立由比小

学校 

清水区の区域のうち由

比、由比阿僧、由比今

宿、由比北田、由比寺

尾、由比西倉澤、由比西

山寺、由比東倉澤、由比

東山寺の一部、由比町

屋原及び由比八千代の

区域 

静岡市立由比小

学校 

清水区の区域のうち

由比、由比阿僧、由比

今宿、由比入山、由比

北田、由比寺尾、由比

西倉澤、由比西山寺、

由比東倉澤、由比東

山寺、由比町屋原及

び由比八千代の区域 

静岡市立由比北

小学校 

清水区の区域のうち由

比入山及び由比東山寺

の一部の区域 

 

２ 中学校の統合に伴う通学区域の変更について 

 

（１）静岡市立梅ケ島中学校を静岡市立大河内中学校へ統合することに伴う通学区域の変

更 

 

現在の２中学校の通学区域を合わせて、統合校の通学区域とする。 

旧（現行） 新（改正案） 

標準指定学校 通学区域 標準指定学校 通学区域 

静岡市立大河内

中学校 

葵区の区域のうち相

淵、有東木、渡、中平、

平野、横山及び蕨野の

区域 

静岡市立大河内

中学校 

葵区の区域のうち相

淵、有東木、梅ケ島、

渡、中平、入島、平野、

横山及び蕨野の区域 

静岡市立梅ケ島

中学校 

葵区の区域のうち梅ケ

島及び入島の区域 

 

 

 

 

 



３ 

 

３ 学校統合に伴う知的障害特別支援学級の通学区域の変更について 

 

（１）小学校 

旧（現行） 新（改正案） 

標準指定学校 指定学校 標準指定学校 指定学校 

静岡市立賤機南小学校、

静岡市立賤機中小学校、

静岡市立賤機北小学校、

静岡市立大河内小学校、

静岡市立梅ケ島小学校、

静岡市立玉川小学校及び

静岡市立井川小学校 

静岡市立賤

機南小学校 

静岡市立賤機南小学校、

静岡市立賤機中小学校、

静岡市立賤機北小学校、

静岡市立大河内小学校、

静岡市立玉川小学校及び

静岡市立井川小学校 

静岡市立賤

機南小学校 

（休級） 静岡市立梅

ケ島小学校 

（削除） （削除） 

静岡市立蒲原東小学校及

び静岡市立蒲原西小学校 

静岡市立蒲

原東小学校 

静岡市立蒲原小学校 静岡市立蒲

原小学校 

静岡市立由比小学校及び

静岡市立由比北小学校 

静岡市立由

比小学校 

静岡市立由比小学校 静岡市立由

比小学校 

 

（２）中学校 

旧（現行） 新（改正案） 

標準指定学校 指定学校 標準指定学校 指定学校 

静岡市立賤機中学校、静

岡市立大河内中学校及び

静岡市立梅ケ島中学校 

静岡市立賤

機中学校 

静岡市立賤機中学校、静

岡市立大河内中学校 

静岡市立賤

機中学校 

（休級） 静岡市立梅

ケ島中学校 

（削除） （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 

 

４ 学校統合に伴う自閉症・情緒障害特別支援学級の通学区域の変更について 

 

（１）小学校 

旧（現行） 新（改正案） 

標準指定学校 指定学校 標準指定学校 指定学校 

静岡市立賤機南小学校、

静岡市立賤機中小学校、

静岡市立賤機北小学校、

静岡市立松野小学校、静

岡市立大河内小学校、静

岡市立梅ケ島小学校、静

岡市立玉川小学校及び静

岡市立井川小学校 

静岡市立賤

機南小学校 

静岡市立賤機南小学校、

静岡市立賤機中小学校、

静岡市立賤機北小学校、

静岡市立松野小学校、静

岡市立大河内小学校、静

岡市立玉川小学校及び静

岡市立井川小学校 

静岡市立賤

機南小学校 

静岡市立蒲原東小学校及

び静岡市立蒲原西小学校 

静岡市立蒲

原東小学校 

静岡市立蒲原小学校 静岡市立蒲

原小学校 

静岡市立由比小学校及び

静岡市立由比北小学校 

静岡市立由

比小学校 

静岡市立由比小学校 静岡市立由

比小学校 

 

（２）中学校 

旧（現行） 新（改正案） 

標準指定学校 指定学校 標準指定学校 指定学校 

静岡市立賤機中学校、静

岡市立大河内中学校、静

岡市立梅ケ島中学校、静

岡市立玉川中学校及び静

岡市立井川中学校 

静岡市立賤

機中学校 

静岡市立賤機中学校、静

岡市立大河内中学校、静

岡市立玉川中学校及び静

岡市立井川中学校 

静岡市立賤

機中学校 

 

５ 学校統合に伴う小規模特認校の指定の変更について 

旧（現行） 新（改正案） 

小規模

特認校 

静岡市立大河内小中学校、静岡

市立梅ケ島小中学校、静岡市立

大川小中学校及び静岡市立玉

川小中学校 

小規模

特認校 

静岡市立大河内小中学校、静

岡市立大川小中学校及び静

岡市立玉川小中学校 

 

６ 施行日   令和８年４月１日 





















 

議案第１３号 

 

静岡市自然の家条例の廃止に伴う静岡市教育に関する事務の職務権限の特例に

関する条例の一部改正について 

 

静岡市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例について、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の規定により、教育委員会の意見を聴取する。 

令和７年１０月２４日提出 

 

静岡市長 難 波 喬 司 

（教育委員会事務局教育局教育総務課） 

 

記 

１ 内  容   別紙のとおり 

２ 提案理由   静岡市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例において、静岡市南ア

ルプスユネスコエコパーク井川自然の家の設置、管理及び廃止に関することにつ

いては、市長が管理し、及び執行するものとしているが、当該施設が令和８年３

月３１日をもって廃止することに伴う所要の改正について、教育委員会へ意見聴

取しようとするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

規２-(６) 

② 



【概要説明書】                別紙 資料① 

 

静岡市自然の家条例の廃止に伴う静岡市教育に関する事務の職務

権限の特例に関する条例の一部改正について 
 

（教育総務課、環境局環境共生課） 

１ 要旨 

静岡市南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家（以下「自然の家」とい

う。）については、幅広く多面的な施設の活用や経済政策、観光政策等の施策と

一体的な事業の推進を可能とするため、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第 23 条第１項の規定に基づき、静岡市教育に関する事務の職務権限の特例に

関する条例（以下「本条例」という。）を制定し、令和７年度より市長が管理・

執行することとしたが、自然の家の廃止に伴い、本条例の条文から自然の家を削

除するなど、所要の改正を行う。 

 

２ 施設の概要 

所 在 地：静岡市葵区井川 3055-1 （延床面積 6,237 ㎡） 

  宿泊定員：290 名 

  沿  革：1976 年 開所（本館） 

       1989 年 新館宿泊棟及び食堂棟増築 

2014 年 本館及び多目的ホール耐震工事 

2015 年 個人利用受付の開始 

2019 年 新館宿泊棟及び食堂棟改修工事 

2025 年 教育委員会より環境局へ所管替え 

 

３ 廃止する理由 

 自然の家は、長年、青少年の健全育成を図る社会教育施設として、少子化が進

む中、小中学校の教育活動を中心に利用されてきた。 

平成２７年には南アルプスユネスコエコパーク登録を機に、市民にも自然と触

れ合う機会を提供する施設として、個人利用を開始した。 

しかし、学校教育の改変やアクセスの面で県内同様施設に切り替える学校が増

加したことで利用者数は減少、市民による個人利用も学校利用を補完するまでに

は至らなかった。加えて、自然の家の維持管理費には多額の費用がかかるため、

今後運営を継続していくことが困難な状況となった。 

 

４ その他特記事項 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 23 条第２項の規定により、地方公

共団体の議会は、同法第 23 条第１項の規定により定められた条例の改廃の議決を

する前に、教育委員会の意見を聴かなければならないとされている。 

今回の自然の家の廃止に伴い、同法第 23 条第 1項の規定により定めた本条例の

改正が行われることから、令和 7年１１月４日（火）開催予定の教育委員会定例

会において、教育委員会の意見を聴く予定である。 



別紙 資料② 

議案第  号 

 

   静岡市自然の家条例の廃止について 

 

 静岡市自然の家条例を廃止する条例を次のように定める。 

  令和  年  月  日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

静岡市自然の家条例を廃止する条例 

 静岡市自然の家条例（平成15年静岡市条例第278号）は、廃止する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （静岡市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正） 

２ 静岡市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例（令和７年静岡市条例第15号）

の一部を次のように改正する。 

  本則中「及び静岡市南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家（以下「特定社会教育

機関」という。）」を削り、「特定社会教育機関」を「博物館」に改める。 



【現条例及び新旧対照表】        別紙 資料③ 

○静岡市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例 

令和７年３月６日 

条例第15号 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号。以下「法」という。）

第23条第１項の規定に基づき、市長は、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行す

る。 

（１） 博物館及び静岡市南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家（以下「特定社会教

育機関」という。）の設置、管理及び廃止に関すること（法第21条第７号から第９号まで

及び第12号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。）。 

（２） スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）。 

（３） 文化に関すること。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（以下略） 

 

 

≪新旧対照表≫ 

現行 改正後（案） 

（１） 博物館及び静岡市南アルプスユネスコエコパー

ク井川自然の家（以下「特定社会教育機関」とい

う。）の設置、管理及び廃止に関すること（法第21条

第７号から第９号まで及び第12号に掲げる事務のう

ち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。）。 

（１） 博物館の設置、管理及び廃止に関すること

（法第21条第７号から第９号まで及び第12号に掲げ

る事務のうち、博物館のみに係るものを含む。）。 

 附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



報告第９号 

 

教育長定例記者会見について 

 

教育長定例記者会見について、次のとおり報告する。 

令和７年１０月２４日提出 

 

静岡市教育委員会 

教育長  中 村 百 見      

（教育委員会事務局教育局教育総務課） 

   

 

記 

１ 内  容    別紙のとおり 

２ 報告理由    令和７年１０月２８日に教育長定例記者会見を実施するため、報告する。 

 

③ 
































